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はじめに 

 

 

 八雲町役場庁舎等の整備に関しては、これからの庁舎のイメージ、行政機能、災害

対策機能、議会機能などの基本的な考え方と方向性として、平成３１年３月に町長に

対して提言書を提出したところである。 

特に議会機能については、「より円滑な議会運営」と「他の利用が可能な汎用性」を

基本に、ソフト・ハード面における議場設備について検討する必要があることから、

令和２年３月、本特別委員会の中に「新しい議会のかたち検討小委員会」を組織し、

検討を行ってきた。 

この度、その検討結果をまとめ、新庁舎における「新しい議会のかたち」について、

本書のとおり要望するものである。 
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≪要望事項≫ 
 

１ 基本事項 

  ①議会における現在の設備内容を維持することを基本とする。 

 

２ 議会の位置 

  ①新庁舎における議会の位置は、町民に身近に感じてもらえるよう１階に配置さ

れたい。 

 

３ 議場 

（１）議場の規模 

   ①他の利用が可能な汎用性を考慮し、現在の議場と同程度の規模とされたい。 

 

（２）議場の床形状 

  ①平面フロアとされたい。 

  ②フロアはカーペット素材とし、汚れなどに容易に対処できるようメンテナン

スが可能な素材・形状とされたい。 

 

（３）議席・議長席等 

  ①議席数は１４人を想定されたい。 

   ②議席及び議長席の机・椅子は可動式とし、椅子については、長時間の会議に

おいて疲労を感じない形状とされたい。 

   ③他の利用を考慮し、議長席の壇上配置は行わない。 

   ④質問席、局長席及び事務局席の机・椅子は可動式とされたい。 

   ⑤演壇は可動式とされたい。 

 

（４）傍聴席 

  ①傍聴席として使用するスペースは、２０人を想定されたい。 

  ②傍聴席の椅子は、軽量化を検討されたい。 

  ③議場との区分けを行うため、可動式の柵を整備されたい。 

 

（５）収納機能 

  ①他の利用を考慮し、議席、傍聴用椅子、柵などの収納機能を整備されたい。 
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（６）会議録音システム 

  ①議場での他の会議や多様な配置に対応するため、無線システムを整備された

い。 

 

（７）議会中継システム 

  ①現状よりも画質を向上させるため、デジタル対応とされたい。 

 

（８）理事者席 

  ①理事者席の机・椅子は可動式とし、長時間の会議において疲労を感じない形

状とされたい。 

②着席職員を増員することを検討されたい。 

 

（９）その他の設備 

  ①ペーパーレス議会、タブレット端末の導入を見据え、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備

されたい。 

  ②会議において資料などを表示することが可能なモニターを整備されたい。 

 

 

４ 議員控室・正副議長室・議会事務局執務室 

 ①議員控室の規模は、議員数１４人を想定されたい。 

 ②議員控室・正副議長室・議会事務局執務室は、並列配置でオープンスペース（カ

ウンター付き）とし、必要に応じて間仕切りが可能となるよう整備されたい。 

③正副議長室の規模は、現在と同程度とされたい。 

④議員控室には、議員の調査研究に必要な書物を保管するため、壁面に図書保管

スペースを整備されたい。（地方自治法第第 100 条第 19 項の規定により設置

義務あり。） 

⑤議員控室は、議会における各種会議が開催されない期間は、スタンディングミ

ーティングが可能なスペースとして有効活用されたい。 

⑥議会事務局執務室の規模、設備は、現在と同程度とされたい。 

  ⑦間仕切りは、防音性能に優れたものとされたい。 

 ⑧ペーパーレス議会、タブレット端末の導入を見据え、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備さ

れたい。 
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５ 会議室・職員控室 

 （１）会議室 

   ①議場に隣接する大会議室（全員協議会用）を整備し、常任委員会等の中規模

程度の会議の開催が可能となるよう２室に区分するため、間仕切りを整備さ

れたい。 

②間仕切りは、防音性能に優れたものとされたい。 

   ③大会議室の規模は、全員協議会において議員、町理事者、傍聴者、事務局職

員が余裕をもって収容できる規模とされたい。 

   ④会議室の机・椅子は、可動式とされたい。 

  ⑤ペーパーレス議会、タブレット端末の導入を見据え、Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備

されたい。 

 

 （２）職員控室 

   ①議会開催中は、議場に隣接する大会議室を職員控室として活用することとし、

会議室と議場との間で職員の入退出が可能な構造とされたい。 

 

 （３）会議録音システム 

   ①会議室において使用する会議録音システムは、無線システムとし、全員協議

会で対応可能な台数を整備されたい。 

 

 （４）その他の設備 

   ①２常任委員会開催時において、本庁と支所間で使用可能な大画面モニター付

きテレビ会議システムを整備されたい。 

 

６ 待合ホール 

  ①町民が気軽に立ち寄り、憩いの場となるよう待合ホール（カフェコーナー）を

整備されたい。 

  ②待合ホールにおいて議会中継が視聴できるよう、テレビモニターを整備された

い。 

 

７ その他 

  ①トイレ機能の充実（多目的、広い洗面台、ウォシュレット付きトイレ、全身用

鏡など）を検討されたい。 


